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(57)【要約】
【課題】アウターベルトモールの製造ラインの大型化や
コストアップを抑制しながら、アウターベルトモールに
複数のテープを固着させることができるようにする。
【解決手段】押出成形機２４によりアウターベルトモー
ル１１の本体部を押出成形する押出成形工程を実行する
。この際、押出成形機２４の口金２７の内部に形成され
たテープ案内通路２９によって第一のテープ２２を口金
２７内の加熱状態のアウターベルトモール１１の第一の
シールリップの表面に案内して、第一のテープ２２を第
一のシールリップに固着させる第一のテープ固着工程と
、押出成形機２４の口金２７の下流側端面に隣接して配
置されたテープ案内治具３０によって第二のテープ２３
を口金２７から出た直後の加熱状態のアウターベルトモ
ール１１の第二のシールリップの表面に案内して、第二
のテープ２３を第二のシールリップに固着させる第二の
テープ固着工程とを実行する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の車体パネルに取り付けられる取付部と該取付部から突出して他の部材に当接する
少なくとも一つの当接部とが押出成形機により押出成形されて設けられ、前記当接部の少
なくとも一部にテープが固着された長尺体を製造する方法であって、
　前記押出成形機の口金の内部に形成されたテープ案内通路によって第一のテープを前記
長尺体の第一のテープ固着面に案内して固着させる第一のテープ固着工程と、
　前記押出成形機の口金の下流側端面に隣接して配置されたテープ案内治具によって第二
のテープを前記長尺体の第二のテープ固着面に案内して固着させる第二のテープ固着工程
と
　を含むことを特徴とする長尺体の製造方法。
【請求項２】
　前記口金の下流側端面と前記テープ案内治具との間に前記第二のテープを挿通可能なテ
ープ通路が形成されていることを特徴とする請求項１に記載の長尺体の製造方法。
【請求項３】
　前記長尺体には、第一の当接部と第二の当接部が設けられ、
　前記第一のテープ固着工程において、前記第一のテープ固着面として前記第一の当接部
の表面に前記第一のテープを固着させ、
　前記第二のテープ固着工程において、前記第二のテープ固着面として前記第二の当接部
の表面に前記第二のテープを固着させることを特徴とする請求項１又は２に記載の長尺体
の製造方法。
【請求項４】
　前記第一の当接部と前記第二の当接部は、前記取付部の同じ面に設けられ且つ前記長尺
体の長手方向に平行に延びるように並んでいることを特徴とする請求項３に記載の長尺体
の製造方法。
【請求項５】
　前記長尺体には、装飾部が設けられ、
　前記第一のテープ固着工程において、前記第一のテープ固着面として前記装飾部の表面
に前記第一のテープを固着させ、
　前記第二のテープ固着工程において、前記第二のテープ固着面として前記当接部の表面
に前記第二のテープを固着させることを特徴とする請求項１又は２に記載の長尺体の製造
方法。
【請求項６】
　前記第一のテープと前記第二のテープのうちの少なくとも一方は、薄膜状の基材と該基
材の表面に立設された無数の繊維とを有する植毛テープであることを特徴とする請求項１
乃至５のいずれかに記載の長尺体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両に取り付けられる長尺体の製造方法に関する発明である。
【背景技術】
【０００２】
　車両に取り付けられる長尺体としては、例えば、車両ドアの窓開口下縁に取り付けられ
るアウターベルトモールやインナーベルトモール、車両ドアの昇降窓の周囲をガイドする
ガラスランチャンネル等が知られている。
【０００３】
　このような長尺体においては、特許文献１（特開平１１－２９１３２１号公報）に記載
されているように、モールディング本体を押出成形する押出成形機のダイに別押出体供給
路を形成し、モールディング本体を押出成形しながら、別押出体供給路を通して供給され
るテープ状部材（成形体の表面に装飾フィルムを接合した別押出体）をモールディング本
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体に溶融接合するようにしたものがある。
【０００４】
　また、特許文献２（特開平４－１８９１３４号公報）に記載されているように、ガラス
ランチャンネルのゴム基体を押出成形する押出成形機の下流側に熱風加硫装置を配置する
と共に、この熱風加硫装置の下流側に圧着ローラを配置し、押出成形機で押出成形された
ゴム基体を熱風加硫装置で加熱して加硫させた後、圧着ローラで、加硫直後で余熱状態の
ゴム基体の表面に、テープ状部材（積層フィルムを接着した被接着部材）を溶着するよう
にしたものもある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１１－２９１３２１号公報
【特許文献２】特開平４－１８９１３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、車両に取り付けられるモールディングやガラスランチャンネル等の長尺体に
おいては、複数のテープ（例えば植毛テープや装飾テープ等）を固着させる必要が生じる
場合もある。このような場合、上記特許文献１の技術では、押出成形機のダイに複数のテ
ープ用通路を形成する必要があるが、製品形状等によっては押出成形機のダイに複数のテ
ープ用通路を形成するスペースを確保できない可能性がある。また、上記特許文献２の技
術では、押出成形機の下流側に、押出成形体を加熱する加熱装置とテープを圧着する圧着
ローラの組み合わせを複数設ける必要があり、製造ラインの大型化やコストアップを招く
可能性がある。
【０００７】
　そこで、本発明が解決しようとする課題は、製造ラインの大型化やコストアップを抑制
しながら、長尺体に複数のテープを固着させることができる長尺体の製造方法を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、請求項１に係る発明は、車両の車体パネルに取り付けられ
る取付部と該取付部から突出して他の部材に当接する少なくとも一つの当接部とが押出成
形機により押出成形されて設けられ、当接部の少なくとも一部にテープが固着された長尺
体を製造する方法であって、押出成形機の口金の内部に形成されたテープ案内通路によっ
て第一のテープを長尺体の第一のテープ固着面に案内して固着させる第一のテープ固着工
程と、押出成形機の口金の下流側端面に隣接して配置されたテープ案内治具によって第二
のテープを長尺体の第二のテープ固着面に案内して固着させる第二のテープ固着工程とを
実行するようにしたものである。
【０００９】
　この製造方法では、第一のテープ固着工程では、押出成形機の口金内のテープ案内通路
によって第一のテープを口金内の加熱状態（半溶融状態）の長尺体の表面（第一のテープ
固着面）に案内して、長尺体の熱で第一のテープと長尺体とを溶着させることで、第一の
テープを長尺体に固着させることができる。更に、第二のテープ固着工程では、押出成形
機の口金の下流側近傍に配置したテープ案内治具によって第二のテープを口金を出た直後
の加熱状態（未冷却状態）の長尺体の表面（第二のテープ固着面）に案内して、長尺体の
熱で第二のテープと長尺体とを溶着させることで、第二のテープを長尺体に固着させるこ
とができる。このようにすれば、押出成形機の口金に複数のテープ案内通路を形成するス
ペースが確保できない場合でも、長尺体に複数のテープを固着させることができる。しか
も、押出成形機の下流側にテープを固着させるための加熱装置を設ける必要がなく、製造
ラインの大型化やコストアップを抑制することができる。
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【００１０】
　この場合、請求項２のように、口金の下流側端面とテープ案内治具との間に第二のテー
プを挿通可能なテープ通路が形成されているようにしても良い。このようにすれば、複雑
な構造のテープ案内治具（例えば内部にテープ通路が形成されたテープ案内治具）を用い
ることなく、シンプルな構造のテープ案内治具でテープ通路を形成して第二のテープを長
尺体の表面に案内することができる。
【００１１】
　また、請求項３のように、長尺体には、第一の当接部と第二の当接部が設けられ、第一
のテープ固着工程において、第一のテープ固着面として第一の当接部の表面に第一のテー
プを固着させ、第二のテープ固着工程において、第二のテープ固着面として第二の当接部
の表面に第二のテープを固着させるようにしても良い。このようにすれば、長尺体の第一
の当接部と第二の当接部にそれぞれテープを良好に固着させることができる。
【００１２】
　更に、請求項４のように、第一の当接部と第二の当接部が取付部の同じ面に設けられ且
つ長尺体の長手方向に平行に延びるように並んでいる長尺体に本発明を適用しても良い。
このように二つの当接部が近接していて押出成形機の口金に二つのテープ案内通路を形成
するスペースを確保することが困難な場合でも、本発明を適用することで二つの当接部に
それぞれテープを良好に固着させることができる。
【００１３】
　また、請求項５のように、長尺体には、装飾部が設けられ、第一のテープ固着工程にお
いて、第一のテープ固着面として装飾部の表面に第一のテープを固着させ、第二のテープ
固着工程において、第二のテープ固着面として当接部の表面に第二のテープを固着させる
ようにしても良い。このようにすれば、長尺体の装飾部と当接部にそれぞれテープを良好
に固着させることができる。また、口金内のテープ案内通路でテープを案内して固着させ
る第一のテープ固着工程では、第二のテープ固着工程よりもテープをより良好に固着させ
ることが可能である。このため、第一のテープ固着工程で装飾部の表面に第一のテープを
固着させることで、装飾部にテープをより良好に固着させることができ、装飾部の見栄え
を向上させることができる。
【００１４】
　また、請求項６のように、第一のテープと第二のテープのうちの少なくとも一方は、薄
膜状の基材と該基材の表面に立設された無数の繊維とを有する植毛テープを用いるように
しても良い。このようにすれば、長尺体の植毛テープが固着された部分（例えば当接部）
の摩耗を低減させることができる。また、静電植毛ができない部位や困難な部位でも植毛
テープにより低摩擦層を形成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は本発明の一実施例におけるアウターベルトモールの製造ラインの概略構成
を示す図である。
【図２】図２は押出成形機の口金の正面図である。
【図３】図３は図２のＡ－Ａ断面図である。
【図４】図４は図２のＢ－Ｂ断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明を実施するための形態を車両ドアの窓開口下縁に取り付けられる長尺なア
ウターベルトモールに適用して具体化した一実施例を説明する。
　尚、アウターベルトモールの説明における上下方向及び車内外方向とは、アウターベル
トモールを車両に取り付けた際の重力方向及び車室内外方向を指す。
【００１７】
　図２に示すように、アウターベルトモール１１（長尺体）は、押出成形機２４（図１参
照）による熱可塑性ポリマー材料（例えば熱可塑性樹脂や熱可塑性エラストマー等）の押
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出成形によって、車両のアウタードアパネル（車体パネル）のフランジ部に取り付けられ
る断面Ｕ字形状の取付部１２と、この取付部１２から車内側（窓板側）に向けて突出して
窓板（他の部材）に当接するリップ形状の第一のシールリップ１３（第一の当接部）及び
第二のシールリップ１４（第二の当接部）とが一体的に設けられている。
【００１８】
　取付部１２には、互いに対向する一対の車内側側壁１５及び車外側側壁１６と、両側壁
１５，１６を連結する頂壁１７とが一体的に設けられている。第一及び第二のシールリッ
プ１３，１４は、取付部１２の車内側側壁１５の外側面（つまり同じ面）に設けられ且つ
アウターベルトモール１１の長手方向に平行に延びるように並んでいる。
【００１９】
　また、取付部１２の車内側側壁１５の上端（又は頂壁１７）には、車内側に向けて突出
するカバーリップ１８が一体的に設けられ、取付部１２の車外側側壁１６の下端には、車
外側シールリップ１９が一体的に設けられている。更に、取付部１２の車内側側壁１５の
内側面には、車外側側壁１６に向けて突出する複数の突出部２０が一体的に設けられ、取
付部１２の車外側側壁１６の内側面には、車内側側壁１５に向けて突出する保持リップ２
１が一体的に設けられている。また、車外側側壁１６の外側部分及び頂壁１７の外側部分
が装飾部に相当する。
【００２０】
　第一のシールリップ１３の表面のうち少なくとも窓板に当接する面１３ａには、第一の
テープ２２（図３参照）が固着され、第二のシールリップ１４の表面のうち少なくとも窓
板に当接する面１４ａには、第二のテープ２３（図４参照）が固着されている。尚、図２
ではテープ２２，２３の図示が省略されている。第一のシールリップ１３の表面のうち第
一のテープ２２が固着される部分が第一のテープ固着面に相当し、第二のシールリップ１
４の表面のうち第二のテープ２３が固着される部分が第二のテープ固着面に相当する。
【００２１】
　本実施例では、第一及び第二のテープ２２，２３として、薄膜状の基材と、この基材の
表面に立設された無数の繊維とを有する植毛テープを用いるようにしている。この植毛テ
ープにより低摩擦層を形成することができる。第一のテープ２２と第二のテープ２３は、
同じ種類の植毛テープを用いるようにしても良いし、異なる種類の植毛テープを用いるよ
うにしても良い。
【００２２】
　アウターベルトモール１１は、アウタードアパネルのフランジ部に取付部１２を被せて
装着したときに、第一及び第二のシールリップ１３，１４が窓板の表面に当接することで
、アウタードアパネルと窓板との間をシールリップ１３，１４でシールして車外から異物
（例えば、塵、埃、水滴等）が車内に入り込むのを防止すると共に、窓板が昇降移動（開
閉移動）したときに窓板の表面に付着した異物をシールリップ１３，１４で拭き取るよう
になっている。本実施例では、シールリップ１３，１４がリップ形状であるため、窓板に
密着し易く、更に、二つのシールリップ１３，１４が設けられているため、拭き取り性や
遮音性に優れている。
【００２３】
　次に、図１乃至図４を用いて、アウターベルトモール１１の製造装置及び製造方法につ
いて説明する。
　図１に示すように、押出成形機２４の近傍には、第一のテープ２２が巻き付けられた第
一のアンコイラ２５と、第二のテープ２３が巻き付けられた第二のアンコイラ２６が配置
されている。本実施例では、押出成形機２４の口金２７（金型）よりも上流側に第一のア
ンコイラ２５が配置され、押出成形機２４の口金２７よりも下流側に第二のアンコイラ２
６が配置されている。図２乃至図４に示すように、押出成形機２４の口金２７には、アウ
ターベルトモール１１に対応した断面形状の押出流路２８が上流側から下流側へ延びるよ
うに形成されている。
【００２４】
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　アウターベルトモール１１を製造する場合には、まず、押出成形機２４により、アウタ
ーベルトモール１１の本体部（取付部１２、シールリップ１３，１４等のテープ２２，２
３以外の部分）を押出成形する押出成形工程を実行する。この際、第一のアンコイラ２５
から送り出される第一のテープ２２を第一のシールリップ１３の表面（第一のテープ固着
面）に固着させる第一のテープ固着工程と、第二のアンコイラ２６から送り出される第二
のテープ２３を第二のシールリップ１４の表面（第二のテープ固着面）に固着させる第二
のテープ固着工程とを実行する。
【００２５】
　尚、アウターベルトモール１１の本体部のうち取付部１２は剛性を有する硬質の材料で
形成し、シールリップ１３，１４等のアウターベルトモール１１以外の部材に当接する部
分は取付部１２を形成する材料よりも軟質の材料で形成することが好ましい。
【００２６】
　図３に示すように、押出成形機２４の口金２７の内部には、第一のテープ２２を第一の
シールリップ１３の表面に案内するテープ案内通路２９が形成されている。このテープ案
内通路２９は、口金２７の上流側端面２７ａ（又は上側端面２７ｂ）から下流に向かって
延びると共に押出流路２８の下流側開口部２８ａ付近で押出流路２８のうち第一のシール
リップ１３の表面（第一のテープ固着面）に相当する部分に連通するように形成されてい
る。これにより、第一のアンコイラ２５から送り出された第一のテープ２２は、テープ案
内通路２９を通って第一のシールリップ１３の表面に案内されるようになっている。第一
のシールリップ１３の表面に案内された第一のテープ２２は、テープ案内通路２９の内壁
面や押出流路２８の内壁面で第一のシールリップ１３の表面に圧接されるようになってい
る。
【００２７】
　第一のテープ固着工程では、押出成形機２４の口金２７内のテープ案内通路２９によっ
て第一のテープ２２を口金２７内の加熱状態の第一のシールリップ１３の表面（第一のテ
ープ固着面）に案内して、第一のシールリップ１３の熱で第一のテープ２２と第一のシー
ルリップ１３とを溶着させることで、第一のテープ２２を第一のシールリップ１３に固着
させる。テープ案内通路２９の内壁面や押出流路２８の内壁面は、第一のシールリップ１
３の表面の曲面形状（第一のシールリップ１３の先端部まで第一のテープ２２を固着させ
る場合には先端部の曲面形状も含む）に対応した曲面形状に形成されている。これにより
、第一のシールリップ１３の表面の曲面形状に沿って第一のテープ２２を良好に固着させ
ることができる。
【００２８】
　また、図２及び図４に示すように、押出成形機２４の口金２７の下流側には、第二のテ
ープ２３を第二のシールリップ１４の表面（第二のテープ固着面）に案内するテープ案内
治具３０が口金２７の下流側端面２７ｃに隣接して配置されている。このテープ案内治具
３０と口金２７の下流側端面２７ｃとの間には、第二のテープ２３を挿通可能なテープ通
路３１が形成されている。これにより、第二のアンコイラ２６から送り出された第二のテ
ープ２３は、テープ通路３１を通った後、テープ案内治具３０で第二のシールリップ１４
の表面に沿った方向に折り返されて第二のシールリップ１４の表面に案内される。第二の
シールリップ１４の表面に案内された第二のテープ２３は、テープ案内治具３０の下端面
で第二のシールリップ１４の表面に圧接されるようになっている。
【００２９】
　第二のテープ固着工程では、押出成形機２４の口金２７の下流側近傍に配置したテープ
案内治具３０によって第二のテープ２３を口金２７から出た直後の加熱状態の第二のシー
ルリップ１４の表面（第二のテープ固着面）に案内して、第二のシールリップ１４の熱で
第二のテープ２３と第二のシールリップ１４とを溶着させることで、第二のテープ２３を
第二のシールリップ１４に固着させる。テープ案内治具３０の下端面は、第二のシールリ
ップ１４の表面の曲面形状（第二のシールリップ１４の先端部まで第二のテープ２３を固
着させる場合には先端部の曲面形状も含む）に対応した曲面形状に形成されていることが
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好ましい。これにより、第二のシールリップ１４の表面の曲面形状に沿って第二のテープ
２３を良好に固着させることができる。
【００３０】
　この後、図１に示すように、押出成形機２４から押し出されるアウターベルトモール１
１（第一及び第二のテープ２２，２３が固着されたアウターベルトモール１１）を引取機
３３で引き取りながら冷却水層等の冷却機３２に供給し、この冷却機３２で、アウターベ
ルトモール１１を冷却する。
【００３１】
　この後、アウターベルトモール１１を切断機３４に供給し、この切断機３４で、アウタ
ーベルトモール１１を所定の長さ寸法で切断する。この後、端末の部分カットや取付具（
クリップ）の装着等の仕上げ工程を経て、アウターベルトモール１１の製造が完了する。
【００３２】
　以上説明した本実施例では、第一のテープ固着工程では、押出成形機２４の口金２７内
のテープ案内通路２９によって第一のテープ２２を口金２７内の加熱状態の第一のシール
リップ１３の表面（第一のテープ固着面）に案内して固着させることができ、第二のテー
プ固着工程では、押出成形機２４の口金２７の下流側近傍に配置したテープ案内治具３０
によって第二のテープ２３を口金２７から出た直後の加熱状態の第二のシールリップ１４
の表面（第二のテープ固着面）に案内して固着させることができる。これにより、押出成
形機２４の口金２７に複数のテープ案内通路を形成するスペースが確保できない場合でも
、アウターベルトモール１１に複数のテープ２２，２３を固着させることができる。しか
も、押出成形機２４の下流側にテープ２２，２３を固着させるための加熱装置を設ける必
要がなく、製造ラインの大型化やコストアップを抑制することができる。
【００３３】
　また、本実施例では、口金２７の下流側端面２７ｃとテープ案内治具３０との間に第二
のテープ２３を挿通可能なテープ通路３１を形成するようにしている。これにより、複雑
な構造のテープ案内治具（例えば内部にテープ通路が形成されたテープ案内治具）を用い
ることなく、シンプルな構造のテープ案内治具３０でテープ通路３１を形成して第二のテ
ープ２３を第二のシールリップ１４の表面に案内することができる。
【００３４】
　また、本実施例では、第一のテープ固着工程で、第一のシールリップ１３の表面に第一
のテープ２２を固着させ、第二のテープ固着工程で、第二のシールリップ１４の表面に第
二のテープ２３を固着させるようにしている。これにより、アウターベルトモール１１の
二つのシールリップ１３，１４にそれぞれテープ２２，２３を良好に固着させることがで
きる。また、口金２７内のテープ案内通路２９でテープ２２を案内して固着させる第一の
テープ固着工程では、特に曲面を有する部位において第二のテープ固着工程よりもテープ
２２をより安定して固着させることが可能である。このため、第一のテープ固着工程で第
一のシールリップ１３の表面にテープ２２を固着させることで、第一のシールリップ１３
にテープ２２をより良好に固着させることができ、第一のシールリップ１３（つまり車両
にアウターベルトモール１１が取り付けられたときに第二のシールリップ１４の上方に位
置して第二のシールリップ１４よりも人目につくシールリップ）の見栄えを向上させるこ
とができる。
【００３５】
　更に、本実施例では、第一のシールリップ１３と第二のシールリップ１４が取付部１２
の同じ面に設けられ且つアウターベルトモール１１の長手方向に平行に延びるように並ん
でいる。このように二つのシールリップ１３，１４が近接していて押出成形機２４の口金
２７に二つのテープ案内通路を形成するスペースを確保することが困難な場合でも、本実
施例の製造方法を適用することで二つのシールリップ１３，１４にそれぞれテープ２２，
２３を良好に固着させることができる。
【００３６】
　また、本実施例では、シールリップ１３，１４に固着されるテープ２２，２３として植
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層を形成してシールリップ１３，１４の摩耗を低減させることができる。また、静電植毛
ができない部位や困難な部位でも植毛テープにより低摩擦層を形成することができる。
【００３７】
　尚、上記実施例では、口金２７の下流側端面２７ｃとテープ案内治具３０との間に第二
のテープ２３を挿通可能なテープ通路３１を形成するようにしたが、これに限定されず、
例えば、テープ案内治具の内部に第二のテープを挿通可能なテープ通路を形成するように
しても良い。
【００３８】
　また、上記実施例では、第１及び第２の当接部としてリップ形状の当接部（シールリッ
プ）を設けたアウターベルトモールに本発明を適用したが、第１及び第２の当接部として
山形状や半円形状等のスタビライザ形状の当接部を設けたアウターベルトモールや、第１
及び第２の当接部のうちの一方がリップ形状で他方がスタビライザ形状のアウターベルト
モールに本発明を適用しても良い。
【００３９】
　また、第一及び第二のテープを固着させる部位や第一及び第二のテープの種類は、上記
実施例で説明した範囲に限定されず、適宜変更しても良い。テープの種類としては、植毛
テープ以外に、例えば、装飾テープ、転写テープ、保護テープ等が挙げられる。装飾テー
プは、他の部位とは異なる色調や質感（金属調、漆調、塗装調等）を付与するテープであ
る。転写テープは、長尺体（成形品）の表面を平滑に整えるために貼り付けられ、長尺体
の成形後又は使用時に剥がされる。保護テープは、長尺体（成形品）の表面を保護するた
めに貼り付けられ、長尺体の使用時に剥がされる。また、第一のテープと第二のテープは
、同じ種類のテープであっても良いし、異なる種類のテープであっても良い。
【００４０】
　例えば、第一のテープ固着工程で、装飾部（例えば車外側側壁の外側部分及び頂壁の外
側部分）の表面に第一のテープとして装飾テープを固着させ、第二のテープ固着工程で、
当接部（例えば第一のシールリップ）の表面に第二のテープとして植毛テープを固着させ
るようにしても良い。これにより、装飾部と当接部にそれぞれテープを良好に固着させる
ことができる。また、第一のテープ固着工程では、第二のテープ固着工程よりもテープを
より良好に固着させることが可能である。このため、第一のテープ固着工程で装飾部の表
面に第一のテープ（装飾テープ）を固着させることで、装飾部にテープをより良好に固着
させることができ、装飾部の見栄えを向上させることができる。
【００４１】
　また、上記実施例では、本発明をアウターベルトモールに適用したが、これに限定され
ず、例えば、インナーベルトモール、ガラスランチャンネル、ウインドモール等に本発明
を適用しても良い等、押出成形されて当接部の少なくとも一部にテープが固着される種々
の長尺体に本発明を適用して実施できる。
【符号の説明】
【００４２】
　１１…アウターベルトモール（長尺体）、１２…取付部、１３…第一のシールリップ（
第一の当接部）、１４…第二のシールリップ（第二の当接部）、２２…第一のテープ、２
３…第二のテープ、２４…押出成形機、２７…口金、２９…テープ案内通路、３０…テー
プ案内治具、３１…テープ通路
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